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５.整備計画の内容 

 

（１）自転車交通ルール等の周知活動 

自転車、歩行者、自動車の誰もが安全で快適に通行できるようにするためには、すべ

ての道路を利用者が法令遵守や交通ルールの理解、安全運転マナーの向上を努めていく

必要があります。 

このことから、自転車交通安全教室等による自転車交通ルールの周知や、安全運転マ

ナーの習慣付けを継続的に実施します。また、国道・都道の道路管理者や警視庁及び目

黒区が、自転車走行環境整備とあわせて、自転車交通ルールや整備に関する内容の周知

を各ホームページや広報紙、チラシ等を通じて行います。 

 

■インターネットによる周知活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 
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出典：目黒区ホームページ 
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■広報紙による周知活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：めぐろ区報（平成２９年５月５日）

号 
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■チラシによる周知活動例 
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（２）整備形態に関する考え方 

区道における自転車走行環境整備については、国の「安全で快適な自転車利用環境

創出ガイドライン（平成２８年７月改定）」をもとに、目黒区の道路状況を踏まえて、

整備を行っていきます。 

 

ア.自転車道 

道路構造令第 2 条第 2 項に規定される、専ら自転車の通行の用に供するために、

縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をい

います。 

幅員は 2.0ｍ以上（やむを得ない場合 1.5ｍ以上）が基本となり、区道の幅員は狭

く、自転車道の設置が難しいため、区道内での現幅員による整備可能路線はなく、国

道・都道での設置が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設置イメージ＞ 

・歩道がある道路→14.5ｍ程度 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
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イ. 自転車レーン（自転車専用通行帯） 

道路交通法第 20 条第 2 項の道路標識等により、車両通行帯の設けられた道路

において、普通自転車を指定した車両通行帯をいいます。 

幅員は 1.5ｍ以上（やむ得ない場合 1.0ｍ以上）が望ましく、自転車レーンの設

置については、幅員を満たす路線が限られているため、可能な限り、自転車レーン

の設置を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設置イメージ＞ 

・歩道がある道路→13.5ｍ程度               
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
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１６０ｃｍ １６０ｃｍ 

４０ｃｍ 

４００ｃｍ 

ウ. 自転車ナビマーク（車道混在） 

自転車と自動車が混在する場合、自転車の通行位置を明示し、自動車に注意喚起する

ため、必要に応じて法定外表示である自転車ピクトグラム（以下、「ピクトグラム」と

いう。）を設置します。 

ピクトグラムは、自転車の通行位置を示すものの、自転車専用の空間ではなく、自転

車と自動車で共有するものです。そのため、幅員の狭い道路の多い目黒区では、ピクト

グラムによる整備が基本になります。 

なお、目黒区では、ピクトグラムと同様の路面表示として、平成２５年度から自転車

ナビマーク（警視庁規格）を設置し、今後も自転車ナビマークによる路面表示を主とし、

所轄警察署と連携し、設置を進めていきます。また、相互通行及び一方通行のどちらの

道路も交通規制等が無い限り、双方向に設置することとします。（詳細なイメージ図に

ついては、下図を参照） 

区内の緑道沿いの道路については、幅員 4ｍ未満の狭い道路が多く、自動車交通量

も少ないが、自転車交通量が多い状況であります。そのため、自動車は緑道を挟んで、

それぞれ一方通行規制されている道路が多くあることから、同様に自動車と同方向の

みの自転車ナビマークの設置を基本とします。（詳細なイメージ図については、P.４

６を参照） 

自転車ナビマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幅員別イメージ＞ 

・歩道がある道路→7.0ｍ程度              ・歩道がない道路→路側帯除く 5.0ｍ程度  

（相互通行）                       （相互通行・路側帯両側設置） 
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＜幅員別イメージ（続き）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

緑道沿いの道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（相互通行・大型車通行止め 
・路側帯両側設置） 

・歩道がない道路 
→路側帯除く 4.0ｍ程度 

・歩道がない道路 
→路側帯除く 3ｍ程度 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

 

（一方通行・大型通行止め・
路側帯両側設置） 
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エ．整備形態の選定 

整備形態の選定にあたっては、国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

（平成２８年７月改定）」をもとに、幅員等の道路状況を踏まえつつ、整備形態の選定

を行います。 

区道は幅員が狭く、自転車道の整備が困難なことから、自転車レーンもしくは自転車

ナビマークによる整備を基本とします。 

 

 

 

 

  

NO   YES   

  

NO 

  

速度が 40 ㎞以下かつ   
自動車交通量が 4000 台   

以下   

自転車レーン 

設置が可 （※）   

自転車レーン   

  

自転車ナビマーク   

  

  

YES   

  

※幅員の目安 

・歩道がある場合は幅員 13.5ｍ以上が目安 

  

  
  

NO   
  

自転車走行環境整備路線 



目黒区自転車走行環境整備計画 

                                    5.整備計画の内容 

48 

（３）優先整備路線の進め方 

駅周辺（500ｍ圏内）は、自転車利用が想定される施設が集中しており、特に自転

車利用が多いことから、交通安全対策として優先度が高い状況にあります。 

また、駅周辺は自転車利用が多いことから、自転車関連事故が発生しやすいため、

走行環境の整備による駅周辺の交通安全対策に加え、効果的な自転車交通ルールの周

知を行うことが期待できます。 

ついては、駅周辺から整備を行うこととし、以下を優先的に整備する道路とします。 

①駅周辺500m圏内における施設間の経路と自転車利用の多い利用路線（ステップ３） 

②地区外とを結ぶ施設利用路線（ステップ４）の一部※ 
 
※①での利用路線においては、国道、都道等の主要道路に結ぶ必要があり、主要道路まで
整備することとします。 

 

また、優先整備の進め方については、上記にある「交通安全対策」及び「自転車利

用が多い」の観点を主とし、以下の検討項目を総合評価し、整備を行うこととします。 

A：駅周辺の自転車関連事故発生件数 

  交通安全の観点から駅周辺での自転車関連事故件数が多い駅は、優先的に交通

安全対策を行う必要があります。 

B：自転車利用者数の多い駅 

  駅によって、自転車利用者数が異なるため、自転車利用者が多い駅周辺から整

備を行うことで、駅周辺の交通安全対策及び効果的な自転車交通ルールの周知

を行うことができます。 

 

本計画の計画期間は１０年間としていることから、当初の 5 年間を目途に中目黒

駅、都立大学駅、学芸大学駅等の駅周辺を整備し、残りの５年間でその他の路線の

整備する予定です。
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（４）優先整備路線の選定 

■優先整備路線図 
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